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［帰宅困難者］ 

帰宅困難者とは、災害発生時に外出している者のうち、近距離徒歩帰宅者（近

距離を徒歩で帰宅する人）を除いた帰宅断念者（自宅が遠距離にあること等によ

り帰宅できない人）と遠距離徒歩帰宅者（遠距離を徒歩で帰宅する人）をいう。 

［一時滞在施設］ 

一時滞在施設とは、帰宅が可能になるまで待機する場所がない帰宅困難者を一

時的に受入れる施設をいう。 

［従業員等］ 

従業員等とは、従業員・社員・職員・会員など、その機関で働く者をいう。 

［利用客等］ 

利用客等とは、買い物客・乗降客・学生など、その施設を利用する者をいう。 

＜用語の定義＞ 
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１  帰 宅 困 難 者 問 題 の 概 要  

 

平 成 ２ ３ 年 ３ 月 に 発 生 し た 東 日 本 大 震 災 で は 、 交 通 機 関 の 停 止 に よ っ

て 、 首 都 圏 に お い て 約 ５ １ ５ 万 人 （ 内 閣 府 推 計 ） の 帰 宅 困 難 者 が 発 生 し

ま し た 。 首 都 圏 の 駅 周 辺 は 、 行 き 場 を 失 っ た 人 々 で 埋 め 尽 く さ れ 、 集 団

転 倒 な ど の 危 険 も 起 こ り 得 る 状 況 で し た 。 ま た 、 幹 線 道 路 は 、 交 通 機 関

の 復 旧 を 待 た ず し て 徒 歩 で 帰 宅 を 始 め た 人 々 で あ ふ れ る 状 況 で あ り 、 今

後 、 高 い 確 率 で 発 生 が 予 想 さ れ て い る 「 千 葉 県 北 西 部 直 下 地 震 」 に お い

て こ の よ う な 事 態 が 発 生 し た 場 合 、 消 防 や 警 察 な ど の 緊 急 車 両 に よ る 対

応 に 支 障 を き た す 可 能 性 も あ り ま す 。  

 

 

２  津 田 沼 駅 周 辺 に お け る 帰 宅 困 難 者 問 題 と 対 策  

 

一 方 、 津 田 沼 駅 周 辺 に お い て は 、 東 日 本 大 震 災 で 約 ２ ， ０ ０ ０ 人 （ 推

計 ） の 帰 宅 困 難 者 が 発 生 し 、 駅 や 応 急 的 に 帰 宅 困 難 者 を 受 入 れ た 駅 周 辺

の 施 設 や 学 校 等 の 避 難 所 で は 、 多 く の 混 乱 が 生 じ ま し た 。 今 後 発 生 が 予

想 さ れ る 「 千 葉 県 北 西 部 直 下 地 震 」 に お い て も 、 同 程 度 の 帰 宅 困 難 者 が

発 生 す る と 見 込 ん で い ま す 。  

津 田 沼 駅 周 辺 に お け る 帰 宅 困 難 者 の 人 数 は 、 首 都 圏 と 比 べ る と 非 常 に

少 な い で す が 、 や は り 駅 周 辺 に 行 き 場 を 失 っ た 人 が 集 ま る こ と で 、 多 く

の 人 が 連 鎖 的 に 転 倒 す る 群 衆 雪 崩 や 火 災 の 延 焼 に 巻 き 込 ま れ る な ど の 二

次 被 害 に つ な が る お そ れ が あ り 、 ま た 、 駅 周 辺 の 混 乱 が 、 行 政 機 関 や 消

防 機 関 の 活 動 を 阻 害 す る 可 能 性 も 考 え ら れ ま す 。  

こ の よ う な 混 乱 を 軽 減 す る た め に は 、 駅 周 辺 で 帰 宅 困 難 者 が 発 生 し た

際 の 対 応 に つ い て 、 駅 を 中 心 と し た 周 辺 の 関 係 機 関 や 地 域 住 民 、 行 政 機

関 や 消 防 ・ 警 察 の 間 で 、 共 通 の 認 識 を 持 ち 、「 自 助 ・ 共 助 ・ 公 助 」 の 連 携

が 重 要 と な り ま す 。  

そ こ で 、 平 成 ２ ４ 年 ７ 月 、 今 後 の 大 地 震 に 備 え 、 関 係 機 関 や 地 域 住 民

か ら な る 「 津 田 沼 駅 周 辺 帰 宅 困 難 者 等 対 策 協 議 会 」 を 設 置 し 、 そ れ ぞ れ

が 共 通 の 認 識 を も っ て 帰 宅 困 難 者 対 策 が 取 れ る よ う 、 数 回 に わ た り 対 策

を 検 討 し 、 そ の 結 果 を 本 マ ニ ュ ア ル と し て と り ま と め ま し た 。（  資 料 1

参 照 ）  
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３  駅 周 辺 に お け る 混 乱 を 軽 減 さ せ る ポ イ ン ト  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  本 マ ニ ュ ア ル の 目 的  

 

大 地 震 、 風 水 害 等 の 自 然 災 害 及 び 武 力 攻 撃 事 態 、 大 規 模 事 故 等 の 人 為 的

災 害（ 以 下「 災 害 」と い う 。）が 発 生 し た 際 、津 田 沼 駅 周 辺 で 発 生 が 予 想 さ

れ る 帰 宅 困 難 者 へ の 対 策 に つ い て 、 駅 を 中 心 と し た 周 辺 の 関 係 機 関 や 地 域

住 民 、 行 政 機 関 や 消 防 、 警 察 で 共 通 の 認 識 を も っ て 対 応 が と れ る よ う 「 帰

宅 困 難 者 支 援 マ ニ ュ ア ル 」 を 策 定 し ま し た 。  

な お 、本 マ ニ ュ ア ル は 、「 習 志 野 市 地 域 防 災 計 画 」及 び「 習 志 野 市 国 民 保

護 計 画 」 で 定 め る 災 害 発 生 時 に 適 用 さ れ る も の で す 。  

 

災 害 発 生 後 に 津 田 沼 駅 周 辺 で 予 想 さ れ る 混 乱 を 軽 減 す る た め に は 、

次 の ２ つ が 大 き な ポ イ ン ト と な り ま す 。  

（１）駅にむやみに人を向かわせない 

災 害 発 生 後 、 人 々 が 情 報 を 求 め て 、 あ る い は 、 運 転 再 開 を 期 待 し て

駅 に 集 ま っ て く る こ と が 考 え ら れ ま す 。 そ れ ぞ れ の 機 関 に お い て 、 利

用 客 等 に 対 し て 適 切 な 情 報 を 発 信 す る と と も に 、 帰 宅 困 難 と な っ た 人

を 「 各 施 設 で 可 能 な 限 り 留 め 置 く 」 こ と で 、 不 用 意 に 駅 に 人 が 集 ま る

こ と を 軽 減 す る こ と が で き ま す 。  

（２）駅にいる乗客などを安全な場所へと移動させる 

鉄 道 の 停 止 に よ り 、 や む な く 津 田 沼 駅 で 途 中 下 車 し た 人 が 大 量 に 駅

構 内 に あ ふ れ る こ と が 考 え ら れ ま す 。 こ の う ち 、 徒 歩 で 帰 宅 で き な い

人 を 「 一 時 滞 在 施 設 な ど の 安 全 な 場 所 へ と 移 動 す る 」 こ と が で き れ

ば 、 駅 に お け る 混 乱 の 緩 和 に つ な が り ま す 。  
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■平常時の各機関の役割表■ 

 

 

  

【平 常 時 の 役 割 】 

体制整備 普及・啓発 食料・物資等の準備 

   

実 

  

施 

  

主 

  

体 

   

[全機関] 

○各機関における対応をルール化し、必要

に応じて内部マニュアル等を作成し、従業

員に周知する 

○市民や利用者に対し、「むやみに移動を

開始しないなどの行動ルール等を、各機関

が持っている媒体を活用して普及・啓発す

る 

○訓練に積極的に参加する 

○従業員等に対し、帰宅困難者への対応を

周知・徹底する 

○各個人の責任で、自分用の備蓄物資等

を職場等に準備する 

○施設として、従業員等の備蓄を準備する 共通事項 

[市] 

①習志野市 

 (危機管理課) 

②船橋市 

 (危機管理課) 

○協議会を運営する 

○緊急連絡先一覧を整備・更新する 

○一時滞在施設を指定し、周知する 

○災害時帰宅支援施設を指定し、周知する 

○緊急時の通信網を整備する 

○避難所における避難者や帰宅困難者へ

の対応をマニュアル化する 

○取組み状況をホームページ等へ掲載し、

広報する 

○事業所に対し、対策を指導・周知する 

○訓練を企画・運営する（行政境を越えた

協力等も含めて） 

○帰宅困難者向け支援物資（物流物資含

む）を確保する（千葉県・近隣市との連携） 

○大型店等との物資提供体制を準備する

（既存協定の活用や新たな協定の締結） 

[交通事業者] 

①ＪＲ津田沼駅 

②京成新津田沼駅 

③京成津田沼駅 

○運行情報の収集・提供体制を整備する 

○一時的に留めるスペースの確保に努める 

○案内(誘導)体制を確保する 

○訓練等を企画・運営する（行政機関等と

の協力） 
  

[大型店] 

①イオン（モール）津田沼店 

②ミーナ津田沼 

③津田沼ビート 

④ロハル津田沼 

⑤奏の杜フォルテ 

○利用客を一時的に留める（抑制）スペー

スを確保・指定する 

○従業員（社員）等への一斉帰宅抑制（必

要な備え）をルール化する 

  

○利用客を一時的に留められる程度の備

蓄の確保又は、商品の在庫を提供できる体

制を確保する 

[一時滞在施設] 

①習志野文化ホール 

（休館中） 

②千葉工業大学 

③JR 東日本ホテルメッツ津

田沼 

④サンロード津田沼 

（市庁舎分室） 

○受入スペースを確保・指定する 

○従業員（職員・学生）等への一斉帰宅抑

制（必要な備え）をルール化する 

○一時滞在施設の指定を受けていること

を、ホームページ等の可能な手段を活用し

広報する 

○市と連携し、帰宅困難者向け備蓄物資の

確保に努める 

[商工会議所・商店会] 

①商工会議所 

②津田沼南口商店会 

③津田沼一丁目商店会 

④船橋市前原商店会 

○会員への対応の統一化を図る 

○会員となっている企業への一斉帰宅抑制

（必要な備え）をルール化する 

    

[市指定避難所] 

①谷津小学校 

②第一中学校 

③第五中学校 

④前原小学校 

⑤東部公民館 

○学校防災対応マニュアル等を作成する 

○保護者との連絡体制・引き渡しまでの児

童生徒の保護体制を構築する 

○家庭での避難行動ルール・安否確認方

法を確認する 
  

[地域住民] 

①津田沼連合町会 

②津田沼北部連合町会 

③谷津連合町会 

④谷津西部連合町会 

⑤前原自治連合協議会 

○避難所への受入対応に関し、地域住民

へ周知する（帰宅困難者を受入れる可能性

があることを周知し、共通認識を図る） 

○家庭での避難行動ルール・安否確認方

法を確認する 

○災害発生時に避難所に避難しなくても済

むように、各家庭において必要な備蓄物資

等を準備する 

○町会や自治会で必要な備蓄物資等を準

備する 

[千葉県] 

①防災対策課 

○市との調整を図り、情報提供体制を整備

する 

○県民に対し、「むやみに移動を開始しな

い」などの行動ルールや安否確認手段等

を、パンフレットの配布など可能な手段を活

用し普及・啓発する 

  

[警察機関] 

①習志野警察署 

②船橋東警察署 

○混乱防止対策・誘導体制を整備する 

○交通規制等の事前対策を整備する 
  

○交通規制・誘導等に必要な資機材を整備

する 

[消防機関] 

①習志野市消防本部 

②船橋市消防局 

○二次災害発生時の出動体制を整備する ○事業所に対し、訓練等により指導する 
○救助・救急活動等に必要な資機材を整備

する 
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１  災 害 発 生 時 の ル ー ル を 事 前 に 周 知 し て お く  

 

（１）「災害発生時にはむやみに移動を開始しない」ことの事前周知 

災 害 発 生 時 、 建 物 が 無 事 で あ れ ば 、 帰 宅 困 難 と な っ た 従 業 員 等 や 利 用

客 等 を 可 能 な 限 り 施 設 内 に 留 め 置 く こ と で 、 駅 周 辺 に 人 が 集 ま る こ と を

防 ぐ こ と が で き 、 混 乱 の 軽 減 に つ な が り ま す 。  

そ の た め に も 、 各 機 関 で は 平 常 時 か ら 、 従 業 員 等 に 対 し て 「 災 害 発 生

後 、 む や み に 移 動 を 開 始 し な い 」 こ と を 周 知 し て お き ま す 。  

ま た 、 利 用 客 等 に 対 し て も 、 パ ン フ レ ッ ト の 配 布 な ど に よ り 、 ル ー ル

の 普 及 ・ 啓 発 に 努 め ま す 。  

一 方 で 市 は 、 広 報 紙 等 を 活 用 し て 、 市 民 や 市 内 の 事 業 所 等 に 対 し 「 む

や み に 移 動 を 開 始 し な い 」 こ と を 広 報 し 、 市 民 へ の 浸 透 を 図 り ま す 。  

 

 事前周知文の例「むやみに移動を開始しない」  

災 害 発 生 時 、 交 通 機 関 が 運 行 を 停 止 す る と 、 駅 を 中 心 と し て 多 く の 帰

宅 困 難 者 が 発 生 す る と 考 え ら れ ま す 。 駅 周 辺 で の 混 乱 に 巻 き 込 ま れ る

と 、 多 く の 人 が 連 鎖 的 に 転 倒 す る 群 衆 雪 崩 な ど の 二 次 被 害 の 危 険 が あ る

だ け で な く 、 道 路 や 歩 道 が 多 く の 人 で 埋 ま っ た 場 合 、 消 防 ・ 警 察 ・ 自 衛

隊 等 の 緊 急 車 両 が 速 や か に 現 場 に 到 着 で き ず 、 救 助 活 動 が 妨 げ ら れ る 恐

れ が あ り ま す 。  

そ の た め 、 災 害 発 生 時 は 、 む や み に 移 動 を 開 始 す る の で は な く 、 安 全

な 場 所 に と ど ま り 、 正 確 な 情 報 を 入 手 し た 上 で 、 行 動 を 開 始 す る よ う に

し ま し ょ う 。  

 

（２）安否確認方法の事前周知 

東 日 本 大 震 災 に お い て は 、 一 般 の 電 話 回 線 が 輻 輳 し た た め 、 家 族 等 の 安

否 が 確 認 で き ず 、 や む を 得 ず 徒 歩 で 家 に 帰 り 、 そ こ で は じ め て 家 族 の 安 否

を 確 認 で き た と い う ケ ー ス も 多 々 あ り ま し た 。 こ の よ う な ケ ー ス で は 、 家

族 等 の 安 否 が 確 認 で き て い れ ば 、 急 い で 帰 宅 す る 必 要 が な く な る 場 合 も あ

る と 考 え ら れ ま す 。  

そ こ で 、各 機 関 に お い て は 、災 害 発 生 時 の 安 否 確 認 方 法 と し て 、「 災 害 用

伝 言 ダ イ ヤ ル １ ７ １ ・ 災 害 用 伝 言 板 」 な ど の サ ー ビ ス が 活 用 可 能 で あ る と

い う こ と を 、 従 業 員 等 に あ ら か じ め 周 知 し て お き ま す 。（  資 料 2 参 照 ）  

併 せ て 、 事 業 所 と 従 業 員 等 と の 間 で の 安 否 確 認 方 法 に つ い て も 、 あ ら か

じ め 決 め て お く よ う に し ま す 。  

市 （ 習 志 野 市 ・ 船 橋 市 ） は 、 広 報 紙 等 を 活 用 し て 、 市 民 や 市 内 の 事 業 所

等 に 対 し て 災 害 発 生 時 の 安 否 確 認 方 法 に つ い て 広 報 し 、 市 民 へ の 浸 透 を 図
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り ま す 。  

地 元 町 会 に お い て も 、 地 域 住 民 が 集 ま る 機 会 を 活 用 し て 、 災 害 時 の 安

否 確 認 方 法 を 周 知 し ま す 。  

 

 事前周知文の例「安否確認方法」  

災 害 発 生 時 に 一 般 の 電 話 が 輻 輳 し た 時 、家 族 な ど の 安 否 確 認 に は 、「 災 害

用 伝 言 ダ イ ヤ ル １ ７ １ 」 が 有 効 で す 。  

使 い 方 は 、 １ ７ １ に 電 話 を か け 、 ガ イ ダ ン ス に 従 う こ と で 、 音 声 に よ っ て

メ ッ セ ー ジ を 登 録 ・ 再 生 が で き ま す 。  

ま た 、 携 帯 電 話 各 社 が 提 供 す る 「 災 害 用 伝 言 板 」 は 、 文 字 に よ る 安 否 情

報 の 登 録 ・ 閲 覧 が で き ま す 。  

い ず れ の サ ー ビ ス も 、 大 規 模 な 災 害 が 発 生 し た 場 合 に 使 う こ と の で き る

サ ー ビ ス で す が 、 毎 月 １ 日 と １ ５ 日 に は 体 験 利 用 が で き ま す の で 、 使 い 方

を 家 族 間 な ど で 確 認 し て お く よ う に し ま し ょ う 。  

 

２  備 蓄 品 を 確 保 し て お く  

 

従 業 員 等 が 施 設 内 で 待 機 す る た め に は 、 水 や 食 料 、 ア ル ミ ブ ラ ン ケ ッ ト

（ 毛 布 等 ）、携 帯 ト イ レ 、簡 易 ト イ レ 、ト イ レ ッ ト ペ ー パ ー 、燃 料（ 非 常 用

発 電 機 等 に 使 用 ） 等 を あ ら か じ め 職 場 に 備 蓄 し て お く 必 要 が あ り ま す 。  

各 個 人 が 自 分 の 責 任 で 自 分 の 分 を 備 蓄 し て お く 方 法 や 、 各 事 業 所 で 従 業

員 等 の 分 を ま と め て 備 蓄 し て お く 方 法 な ど 、 い く つ か の 方 法 が 考 え ら れ ま

す が 、 い ず れ に し て も 、 家 庭 で の 備 蓄 と 同 様 に 最 低 ３ 日 間 程 度 は し の げ る

だ け の 備 蓄 を す る よ う に し ま す 。  

市 （ 習 志 野 市 ・ 船 橋 市 ） は 、 市 民 及 び 市 内 の 各 事 業 所 等 に 対 し て 、 最 低

３ 日 間 程 度 は し の ぐ こ と が で き る 分 の 備 蓄 を 確 保 す る よ う に 広 報 紙 や ホ

ー ム ペ ー ジ 等 を 使 っ て 周 知 し ま す 。  

ま た 、一 時 滞 在 施 設 に お い て は 、従 業 員 等 の た め の 備 蓄 と は 別 に 、市（ 習

志 野 市 ・ 船 橋 市 ） と 協 力 し て 、 帰 宅 困 難 者 用 の 備 蓄 の 確 保 に も 努 め ま す 。 

 
■備蓄量の目安（従業員等用）■  

（１）飲料水  １人当たり１日３リットル  ⇒計９リットル 

（２）食  料  １人当たり１日３食    ⇒計９食 

（３）アルミブランケット（毛布等）   ⇒１人当たり１枚  

（４）その他  携帯トイレ・簡易トイレ・トイレットペーパー・ 

携帯ラジオ・懐中電灯・乾電池 など 

※帰宅困難者用は、施設に備え付けの水道やトイレの補完的な備蓄 

として最低１日分（利用客等用との兼用も可）を目安とします。   
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３  必 要 な 通 信 手 段 を 整 備 す る  

 

 一 時 滞 在 施 設 や 駅 等 の 関 係 施 設 に 専 用 の 通 信 手 段 （ 防 災 無 線 な ど ） を

整 備 し 、 緊 急 時 の 連 絡 体 制 を 確 保 し ま す 。  

 

 

４  対 応 マ ニ ュ ア ル 等 を 整 備 し 訓 練 等 を 実 施 す る  

 

災 害 発 生 時 の 各 機 関 に お け る 対 応（ 施 設 内 待 機・帰 宅 困 難 者 へ の 支 援 等 ）

に つ い て 、 そ れ ぞ れ の 機 関 で あ ら か じ め 定 め て お き 、 そ の 上 で 冊 子 や 電 子

媒 体 等 に よ り 、 従 業 員 等 に 周 知 ・ 徹 底 し て お き ま す 。  

併 せ て 、 利 用 客 等 へ の 情 報 伝 達 に 使 用 で き る ホ ワ イ ト ボ ー ド や 掲 示 板 、

周 辺 施 設 案 内 図 の 配 布 な ど に つ い て も 、 あ ら か じ め 検 討 し て お き ま す 。  

市 （ 習 志 野 市 ・ 船 橋 市 ） は 、 訓 練 を 定 期 的 に 企 画 ・ 実 施 し 、 各 機 関 が

積 極 的 に 参 加 す る こ と に よ り 、 帰 宅 困 難 者 受 入 れ の 手 順 等 を 確 認 し 、 必

要 な 場 合 は マ ニ ュ ア ル の 修 正 を 行 う な ど 、 認 識 の 共 有 を 図 り ま す 。  

 

 

５  緊 急 時 連 絡 先 一 覧 表 を 整 備 し 更 新 ・ 共 有 す る  

 

ま た 、 各 機 関 で の 担 当 者 や 連 絡 先 等 に 変 更 が あ っ た 場 合 に は 、 そ の 都

度 、 事 務 局 で あ る 習 志 野 市 危 機 管 理 課 へ 連 絡 し 、 名 簿 を 随 時 更 新 し た う

え で 改 め て 共 有 を 図 る た め に 配 布 し ま す 。  

■緊急時連絡先一覧表■ 

①ＮＴＴ電話
優先
登録

②ＮＴＴ　ＦＡＸ
優先
登録

③携帯電話
優先
登録

④携帯電話ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ⑤PC　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ⑥その他の通信手段 ⑦緊急時連絡先部署・担当者

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

機　関　名

通　　　信　　　種　　　別
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帰 宅 困 難 者 を 一 時 的 に 受 入 れ 、 可 能 な 範 囲 で 物 資 の 提 供 を 行 う な ど 、

帰 宅 困 難 者 を 支 援 す る た め 、 習 志 野 市 は 、 サ ン ロ ー ド 津 田 沼 （ 市 庁 舎 分

室 ） を 一 時 滞 在 施 設 と し て 指 定 し て い る 他 、 千 葉 工 業 大 学 ・ 習 志 野 文 化

ホ ー ル （ 休 館 中 ）・ Ｊ Ｒ 東 日 本 ホ テ ル メ ッ ツ 津 田 沼 ※ と 「 災 害 発 生 時 に お

け る （ 特 別 な 配 慮 が 必 要 な ） 帰 宅 困 難 者 の 受 入 等 に 関 す る 協 力 協 定 」 を

締 結 し て い ま す 。（  資 料 11-① 、  資 料 11-② 参 照 ）  
 

＜ 主 な 協 定 内 容 ＞  

 ○ 開 設 期 間  

災 害 発 生 か ら 最 大 で １ 日 間 程 度 （ 例 ： 金 曜 日 １ ５ 時 発 災 の 場 合 、 翌

日 土 曜 日 の 夕 方 ご ろ ま で ）  

 ○ 協 力 内 容 （ 可 能 な 範 囲 で 実 施 ）  

(１ ) 施 設 の 安 全 を 確 認 し た 後 、 市 （ 災 害 対 策 本 部 ） と 連 携 し 帰 宅 困

難 者 を 受 入 れ ま す 。  

(２ ) 施 設 に お い て 、 可 能 な 範 囲 で 、 水 道 水 や ト イ レ の 提 供 を 行 い ま

す 。  

(３ ) 鉄 道 の 運 行 状 況 や 道 路 の 被 害 状 況 な ど の 情 報 を 提 供 し ま す 。  

(４ ) 水 ・ 食 料 ・ ア ル ミ ブ ラ ン ケ ッ ト （ 毛 布 等 ） な ど の 備 蓄 物 資 も し

く は 支 援 物 資 を 配 布 し ま す 。  

(５ ) 施 設 職 員 は 、 市 に 指 定 さ れ た 他 の 場 所 （ 避 難 所 ） へ の 経 路 等 を

案 内 し ま す 。  

 

な お 、 協 定 を 締 結 し て い る ３ つ の 施 設 は 、 一 時 滞 在 施 設 と し て 指 定 さ

れ て い る こ と を 従 業 員 等 に あ ら か じ め 周 知 し 、 運 営 要 員 や 受 入 れ 場 所 等

に つ い て 決 め て お き ま す 。  

ま た 、 習 志 野 市 は 、 広 報 紙 や ホ ー ム ペ ー ジ 等 で 、 一 時 滞 在 施 設 に つ い

て 広 報 し 、 事 前 周 知 を 図 り ま す 。  

 

※ Ｊ Ｒ 東 日 本 ホ テ ル メ ッ ツ 津 田 沼 は 、 他 の 一 時 滞 在 施 設 で 滞 在 が 困 難 な

「 特 別 な 配 慮 が 必 要 な 帰 宅 困 難 者 （ 要 配 慮 者 等 ）」 を 受 入 れ ま す 。  

 

 事前周知文の例（施設の関係者向け）  

こ の 施 設 は 、 災 害 発 生 時 、 帰 宅 困 難 者 を 一 時 的 に 受 入 れ る 「 一 時 滞 在 施

設 」 と な り ま す 。 こ れ は 、 駅 周 辺 に お い て 帰 宅 困 難 者 が 集 中 す る こ と に よ

り 、 多 く の 人 が 連 鎖 的 に 転 倒 す る 群 衆 雪 崩 な ど の 二 次 災 害 を 防 止 し 、 ま

た 、 行 き 場 を 失 っ た 帰 宅 困 難 者 が 道 路 上 な ど に あ ふ れ て 緊 急 車 両 の 通 行 が

阻 害 さ れ る こ と を 防 止 す る た め の も の で す 。  

一 時 滞 在 施 設 と し て 開 設 す る 場 合 は 、 ま ず 施 設 の 安 全 点 検 を 行 っ た 上

で 、 帰 宅 困 難 者 を 受 入 れ る た め の ス ペ ー ス を 設 定 し ま す 。 受 入 れ 期 間 は 最

大 で 災 害 発 生 か ら １ 日 間 程 度 を 予 定 し 、 仮 に 、 １ 日 間 経 っ て も 交 通 機 関 が

復 旧 し な か っ た 場 合 に は 、 帰 宅 困 難 者 は 、 近 く の 避 難 所 へ と 移 る か 、 ま た

は 徒 歩 で 帰 宅 す る か の ど ち ら か と な り ま す 。  

み な さ ま の ご 理 解 と ご 協 力 を 、 よ ろ し く お 願 い し ま す 。  
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■災害発生時の各機関の役割表■ 

 

  

【災 害 発 生 時 の 役 割 】 

情報収集・提供 支援・一時収容 

   

実 

  

施 

  

主 

  

体 

   

[市] 

①習志野市 

 (危機管理課) 

②船橋市 

 (危機管理課) 

○駅を始めとする各施設の状況を把握する（現地への職員派遣）

習志野市・船橋市相互の情報共有 

○関係機関や地域住民へ情報を提供する（一斉 FAX・一斉メー

ル・防災無線等） 

○一時滞在施設や避難所の受入れ状況を確認し、千葉県に報告

する 

○関係機関へ応援を要請する（避難誘導等） 

○関係機関の総合調整を行う 

○一時滞在施設や避難所へ職員を配置する 

○一時滞在施設の運営を支援する（運営は主として施設管理者が実

施する） 

○食料・物資等を手配・配布する 

○一時滞在施設閉鎖の判断やその後の対応に係る情報を提供する 

[交通事業者] 

①ＪＲ津田沼駅 

②京成新津田沼駅 

③京成津田沼駅 

○運行状況を把握し、利用者に情報を提供する 

○市災害対策本部に、運行情報や駅の状況を連絡する 

○安全確認が取れ次第、利用客等を一時滞在できるスペースに留め

る 

○一時滞在施設や避難所の状況を市災害対策本部に確認し、受入

可能を確認後、案内する（可能であれば誘導する） 

[大型店] 

①イオン（モール）津田沼店 

②ミーナ津田沼 

③津田沼ビート 

④ロハル津田沼 

⑤奏の杜フォルテ 

○駅に人を派遣して駅の状況を目視等で確認し、情報を収集する 

○駅や市から得た情報や安否確認方法などの情報を、利用客等

に提供する 

○施設の安全点検結果や、利用客・従業員等の情報を市災害対

策本部に連絡する 

○施設の安全点検を行う 

○利用客・従業員等を可能な限りその場に留める 

○一時滞在施設や避難所の状況を把握する 

○対応が困難な場合、市災害対策本部と連携し、帰宅困難者を一時

滞在施設や避難所へ案内する（可能であれば誘導する） 

○一時滞在施設への水等の提供（協定「災害時における物資の供給

協力に関する協定（大型店連絡協議会）等」の活用） 

○可能な範囲で営業を継続する（販売が支援につながる） 

[一時滞在施設] 

①習志野文化ホール 

（休館中） 

②千葉工業大学 

③JR 東日本ホテルメッツ津

田沼 

④サンロード津田沼 

（市庁舎分室） 

○駅に人を派遣して駅の状況を目視等で確認し、情報を収集する 

○駅や市から得た情報や安否確認方法などの情報を、施設利用

者に提供する 

○施設の安全点検結果や、利用客・従業員等の情報を市災害対

策本部に連絡する 

○安全チェックリストに基づき施設の安全点検を行う 

○利用客・従業員をその場に留める 

○協定に基づく対応 

 ・可能な範囲で帰宅困難者を受入れる 

 ・可能な範囲で水やトイレなどを提供する（市と協力） 

 ・可能な範囲で帰宅困難者の概数や健康状態を把握する（帰宅困 

難者カードの記入）等 

○特別な配慮が必要な帰宅困難者の受入れ（ＪＲ東日本ホテルメッツ

津田沼） 

[商工会議所・商店会] 

①商工会議所 

②津田沼南口商店会 

③津田沼一丁目商店会 

④船橋市前原商店会 

○駅に人を派遣して駅の状況を目視等で確認し、情報を収集する 

○駅や市から得た情報や安否確認方法などの情報を、利用客等

や帰宅困難者に提供する 

○一時滞在施設や避難所の状況を確認し、場所を案内する 

○可能な範囲で営業を継続する（販売が支援につながる） 

○トイレや水等を提供する 

[市指定避難所] 

①谷津小学校 

②第一中学校 

③第五中学校 

④前原小学校 

⑤東部公民館 

○施設や避難者（地域住民）の状況を市災害対策本部に連絡する 

○市災害対策本部から帰宅困難者の情報を収集する 

○一時滞在施設に収容しきれない帰宅困難者を受入れる（市からの

リアルタイムな情報を入手する） 

○可能な限り避難者と帰宅困難者を区分けして収容する 

○帰宅困難者に対し、地域住民の避難者と同様の対応を行う 

[地域住民] 

①津田沼連合町会 

②津田沼北部連合町会 

③谷津連合町会 

④谷津西部連合町会 

⑤前原自治連合協議会 

○帰宅困難者の発生状況について避難所や地域住民へ情報提

供する 
○避難所で帰宅困難者を受入れる際の支援活動を行う 

[千葉県] 

①災害対策本部（防災対策

課） 

②葛南地域振興事務所 

○情報を収集し、市災害対策本部へ提供する 

○市災害対策本部から情報を収集する 

○支援や一時収容の各種対応に関する情報を市災害対策本部へ提

供する（県締結協定の活用等） 

[警察機関] 

①習志野警察署 

②船橋東警察署 

○交通機関の運行状況や道路状況等の情報を収集し、市災害対

策本部に連絡する 

○高速道路及び主要幹線道路等の被害状況等の情報提供 

○警察（他署・交番）が入手した徒歩帰宅者や車両等の習志野市

への流入、渋滞等の状況の情報提供 

○迷子保護の情報提供 

○混乱防止のための雑踏整理・避難誘導を行う 

○一般車両に対する交通規制と緊急車両の交通路を確保する 

○徒歩帰宅者が帰宅するルートの安全確保、帰宅支援ルート（国道１

４号）への案内 

○その他犯罪の予防、鎮圧に関すること 

○迷子・行方不明者の手配・広報 

[消防機関] 

①習志野市消防本部 

②船橋市消防局 

○消防・救急活動における情報を収集・提供する（市災害対策本

部への報告） 

○一時滞在施設や避難所における傷病者発生時の救急搬送を行う 

○二次災害発生時の患者搬送・現場活動を行う 
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   １ 安全確保・施設の安全点検 P13 

■身の安全を確保し、それぞれの機関で施設の安全点検等を行う。 
■地元町会は、安否確認や初期消火など、共助の活動を行う。 

■各機関は、施設が安全であると判断すれば、利用客・従業員等を施設内にでき
る限り留め置き、それぞれが持っている手段を使い、むやみに移動を開始しな
いこと等の周知を行う。 

 ３ むやみに移動を開始しないこと等を広報する  P14 

■市は、各施設について以下の状況を確認し、収集した情報を整理して記録する。 
 ・一時滞在施設の被害状況と利用客等の状況 
 ・避難所の被害状況と避難者の状況 
 ・大型店の被害状況と利用客等の状況 
  ※船橋市内の避難所の２施設については船橋市（災害対策本部）経由で状況を確認

する。 
■一時滞在施設・避難所での帰宅困難者の受入れの可否を検討し、各施設へ要請する。
る。 

 ４ 一時滞在施設・避難所・大型店の情報を収集する   P15 

■市は各機関へ、ＦＡＸ・メールなど可能な手段で、一時滞在施設と避難所における
帰宅困難者受入れ可否を連絡する。 

■併せて、災害の概要や道路の状況などの情報を提供する。 

 ５ 各機関へ一時滞在施設・避難所の状況を連絡する  P16 

■市は、各機関へ一斉 FAX または一斉メール（パソコン・携帯電話）で、一時滞在
施設開設の情報を提供する。また、緊急情報サービス「ならしの」・ホームページ
により広報する。 

■各機関は、必要に応じて、一時滞在施設を案内する。 

 ６ 一時滞在施設の開設等を利用客等へ広報する  P16 

■市は、３駅に連絡し、場合によっては各駅に職員を派遣し、被害状況・運行状況・
駅の混乱状況などの情報を収集する。 

■直接駅に行ける機関は、駅に従業員等を派遣し、目視で状況を確認する 
■駅に行けない機関は、交通機関のホームページや、テレビ・ラジオ、市からの一斉

FAX・一斉メール（パソコン・携帯電話）などを受信し、運行状況等を収集する。 

 ２ 運行状況・駅の情報を収集（提供）する P14 

※運行停止していた場合 

 ７ 一時滞在施設で帰宅困難者を受入れる P17 

■その他の機関で利用客等を留められる機関は、可能な限り留め置く。 
■翌日まで施設滞在者の支援を可能な範囲で実施する。 

災害 

発生 

直後 

～ 

災害 

発生 

直後 

 

～ 

 

３時

間後

まで 

３時

間後

～ 
６時
間後 

～ 
翌日 

※時間経過の目安 
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帰 宅 困 難 者 が 発 生 後 、 む や み に 移 動 を 開 始 さ せ な い た め 、 可 能 な 限 り

各 機 関 で 留 め 置 き 、 そ の 後 、 一 時 滞 在 施 設 が 受 入 れ 可 能 で あ れ ば 一 時 滞

在 施 設 に 案 内 し ま す 。（ 可 能 で あ れ ば 誘 導 し ま す 。） 一 時 滞 在 施 設 で は 最

大 １ 日 間 程 度 滞 在 し 、 翌 日 帰 宅 す る の か 、 ま た は 、 帰 宅 が 困 難 で あ れ ば

最 寄 り の 避 難 所 に 移 り 避 難 生 活 を 送 る こ と に な り ま す 。  

ま た 、 一 時 滞 在 施 設 （ 千 葉 工 業 大 学 ・ 習 志 野 文 化 ホ ー ル （ 休 館 中 ）・ サ

ン ロ ー ド 津 田 沼 （ 市 庁 舎 分 室 ）） で 滞 在 が 困 難 な 「 特 別 な 配 慮 が 必 要 な 帰

宅 困 難 者 （ 要 配 慮 者 等 ）」 が い た と き は 、 必 要 に 応 じ て 滞 在 環 境 の 良 い 他

の 一 時 滞 在 施 設 （ Ｊ Ｒ 東 日 本 ホ テ ル メ ッ ツ 津 田 沼 ） で 受 入 れ ま す 。  

帰 宅 困 難 者 の 基 本 的 な 流 れ を 、 下 記 の 図 に 示 し ま す 。  

 

各駅 

大型店 

集客施設 

可能な範囲で留め置く 

千葉 

工大 

文化 

ホール 

（休館中） 

一時滞在施設で受入れ（１日間程度） 

ホテル 

メッツ 

 当日 

 

当日 

帰宅 

避難所 

（小・中学校等） 

翌日 

翌日 

当日 

要配慮者等 
（必要に応じ） 

 
災害発生 

帰宅困難者発生 

 

翌日 

翌日 

（特別な配慮が必要な人のみ） 

■災害発生時における帰宅困難者の流れ（イメージ図）

■ 

サン 

ロード 
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○ 情 報 を 一 元 化 す る た め に 、 原 則 と し て 、 各 機 関 か ら 駅 ・ 一 時 滞 在 施 設 ・

避 難 所 へ 個 別 の 連 絡 は 行 わ な い こ と と し 、 習 志 野 市 （ 災 害 対 策 本 部 ） が

情 報 の 集 約 を 行 い ま す 。（ た だ し 各 駅 間 及 び 同 じ 実 施 主 体 間 の 連 絡 は 、必

要 に 応 じ て 実 施 し ま す 。）  

○ 一 時 滞 在 施 設 で 帰 宅 困 難 者 を 受 入 れ こ と が で き る 場 合 は 、 一 時 滞 在 施 設

へ と 案 内 し ま す 。 一 時 滞 在 施 設 に 受 入 れ る こ と が で き な い 場 合 は 、 避 難

所 へ と 案 内 （ 誘 導 ） し ま す 。 た だ し 、 い ず れ の 場 合 も 、 市 が 受 入 れ 先 の

状 況 を 把 握 し た 後 で 、 各 機 関 に 連 絡 を し て か ら 案 内 （ 誘 導 ） し ま す 。 な

お 、 各 施 設 へ の 案 内 時 は 、「津田沼駅周辺施設案内図  資料 3」 を 配 布 し

ま す 。  

○ 一 時 滞 在 施 設 で の 受 入 れ 期 間 は 、最 大 で 、災 害 発 生 の 翌 日（ １ 日 間 程 度 ）

ま で と し ま す 。 そ れ 以 降 は 、 避 難 所 へ 移 動 す る か 帰 宅 す る か を 、 帰 宅 困

難 者 自 身 が 決 め ま す 。  

○ 帰 宅 困 難 者 に 対 し て 、 電 車 の 運 行 状 況 や 一 時 滞 在 施 設 の 状 況 な ど 、 必 要

な 情 報 を 迅 速 に 提 供 す る こ と で 混 乱 を 抑 制 し ま す 。  

○ 災 害 発 生 時 、 ど の 通 信 手 段 が 使 え る か は 、 わ か り ま せ ん 。 市 は Ｆ Ａ Ｘ ・

電 話 ・メ ー ル（ パ ソ コ ン ・携 帯 電 話 ）・緊 急 情 報 サ ー ビ ス「 な ら し の 」な

ど 、 可 能 な 手 段 で 情 報 を 発 信 し 、 各 機 関 は そ れ ら の 情 報 を 積 極 的 に と る

よ う 努 め ま す 。  

 

 

■帰宅困難者への情報提供が望まれる事項■ 

【災害発生直後～３時間後まで（例）】 

・災害発生直後は、公共交通機関に関する情報・安否確認方法と併せて、

「むやみに移動を開始しない」ことを呼びかけます。 

・情報が入りしだい、適宜、駅周辺の被害状況や通行不能な道路等につい

て情報提供を行います。 

・災害発生３時間後、一時滞在施設の利用が可能となれば情報提供を行い

ます。 

 

※これら発信すべき情報は、時間経過とともに変化していくため、その時 

のニーズにあった情報を提供するようにします。 
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①共助の観点から、各機関は緊急連絡網を活用し、必要に応じて相互に連絡を取ります。

特に、同じ実施主体ごとの情報は、可能な限り共有しておきます。 

②駅・一時滞在施設・避難所では、特に混乱が予想されるため、各機関からの問合せは

原則として行わないこととします。 

③習志野市（災害対策本部）が一時滞在施設や避難所の開設状況等を把握し、情報を集

約した上で、各機関へ発信することとします。 

④習志野市からの情報発信は、市ホームページ・一斉 FAX・一斉メール（パソコン・携

帯電話）・緊急情報サービス「ならしの」・LINE・Ｘ・電話等、可能な手段を用いて行

い、各機関は、その情報を積極的に収集します。 

⑤各機関の状況は、「情報連絡カード資料 4」等を活用し、可能な手段で習志野市（災害

対策本部）へ連絡します。 

船橋市役所 
（災害対策本部） 

東部公民館 
前原小学校 

京成新津田沼駅 京成津田沼駅 

千葉県 
（災害対策本部・防災対策課） 

警察、消防 

JR 津田沼駅 

習志野市役所 
（災害対策本部） 

※災害対策本部設置前は 

危機管理課 

 

  
【大型店】 

  
【商店会等】 

  
【地域住民】 

  
【一時滞在施設・

避難所】 

■災害発生時の情報連絡体系図■ 

※同じ実施主体ごとに情報を共有する 
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１  安 全 確 保 ・ 施 設 の 安 全 点 検  

 

い ず れ の 機 関 に お い て も 、 ま ず は 各 自 が 身 の 安 全 を 確 保 し 、 そ の 後 、

利 用 客 等 の 安 全 を 確 保 し ま す 。（ 各 機 関 で 持 っ て い る 災 害 時 の 対 応 マ ニ ュ

ア ル や 手 順 を 活 用 ）  

そ の 上 で 、「 施 設 の 安 全 点 検 の た め の チ ェ ッ ク リ ス ト  資 料 5」 に 基 づ

き 施 設 の 安 全 点 検 を 行 い 、 施 設 が 継 続 し て 使 用 で き る か ど う か を 判 断 し

ま す 。 施 設 内 で の 待 機 が 危 険 と 判 断 し た 場 合 は 、 他 の 安 全 な 場 所 （ 最 寄

の 公 園 等 ） に 避 難 さ せ 、 情 報 を 集 め な が ら 待 機 さ せ ま す 。  

地 元 町 会 に お い て は 、 可 能 な 範 囲 で 共 助 の 活 動 （ 初 期 消 火 ・ 安 否 確

認 ・ 救 出 救 護 ） を 行 い ま す 。  

 

 施設・設備の安全チェック例  

【 施 設 の 破 損 状 況 】  

・ 建 物 の 傾 き 、 沈 下 、 倒 壊 の 危 険  

・ 床 の 陥 没  

・ 天 井 、 照 明 器 具 の 落 下  

・ 窓 枠 の ひ び 、 窓 ガ ラ ス の 破 損  

・ ド ア の 変 形  

・ 廊 下 、 階 段 の ひ び  

・ 家 具 等 の 転 倒  

・ 照 明 器 具 の 落 下  

【 設 備 使 用 の 可 否 】  

・ 電 力 （ 外 部 電 力 、 非 常 用 電 源 ）  

・ 照 明 や 空 調  

・ エ レ ベ ー タ ー  

・ 上 水 道  

・ 下 水 道 、 ト イ レ  

・ ガ ス （ ガ ス 漏 れ の 有 無 ）  

・ 電 話 、 イ ン タ ー ネ ッ ト  
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２  運 行 状 況 ・ 駅 の 情 報 を 収 集 （ 提 供 ） す る  

 

習 志 野 市 は 、 各 駅 に 連 絡 し 、 場 合 に よ っ て は 職 員 を 直 接 駅 に 派 遣 し 、 被

害 状 況 ・ 運 行 状 況 ・ 混 乱 状 況 の 把 握 を 行 い 、「 被 害 状 況 確 認 表  資 料 12」

に 記 録 し ま す 。  

災 害 発 生 直 後 か ら 駅 で は 多 く の 対 応 が 生 じ る と 予 想 さ れ る た め 、 習 志 野

市 以 外 の 各 機 関 は 、 運 行 状 況 な ど を 電 話 等 で 駅 に 問 い 合 わ せ る こ と は 避 け

ま す 。 駅 の 近 く の 機 関 は 、 駅 に 従 業 員 等 を 派 遣 し て 目 視 で 状 況 を 確 認 し ま

す 。 ま た 、 そ れ が 困 難 な 場 合 は 、 交 通 機 関 の ホ ー ム ペ ー ジ や 、 テ レ ビ ・ ラ

ジ オ 、市 か ら の 一 斉 Ｆ Ａ Ｘ ・一 斉 メ ー ル（ パ ソ コ ン ・ 携 帯 電 話 ）・ LINE・ X

な ど で 、 運 行 状 況 等 の 情 報 を 収 集 し ま す 。  

駅 は 、 従 業 員 等 に よ る 呼 び か け や 、 掲 示 板 等 へ の 掲 示 な ど 可 能 な 手 段 に

よ り 利 用 客 等 に 情 報 を 提 供 し ま す 。  

 

３  む や み に 移 動 を 開 始 し な い こ と 等 を 広 報 す る  

 

災 害 発 生 後 、 人 々 が む や み に 移 動 を 開 始 す る こ と を 防 ぐ た め に 、 交 通

機 関 の 停 止 が 分 か れ ば 、 そ の 旨 を 館 内 放 送 な ど の 可 能 な 手 段 に よ り 利 用

客 等 に 伝 え 、 施 設 が 安 全 で あ れ ば 、 帰 宅 困 難 者 を 施 設 内 に で き る 限 り 留

め 置 く よ う に し ま す 。 こ れ ら の ア ナ ウ ン ス は 、 各 機 関 の 判 断 で 速 や か に

実 施 す る も の と し ま す 。  

 

 広報例（むやみに移動を開始しないこと） 

現 在 首 都 圏 で は 、 交 通 機 関 が 運 行 を 停 止 し て い ま す 。 ま た 、 各 地 で 火

災 や 建 物 の 倒 壊 が 発 生 し て い る と 考 え ら れ ま す 。  

こ の よ う な 状 況 の 中 で む や み に 移 動 を は じ め る と 、 道 路 の 混 雑 に よ

り 、 み な さ ん 自 身 が 危 険 に 巻 き 込 ま れ る お そ れ が あ る ほ か 、 消 防 ・ 救 急

活 動 な ど の 妨 げ と な る 可 能 性 も あ り ま す 。 む や み に 移 動 を 開 始 せ ず 、 新

た な 情 報 が 入 る ま で 施 設 内 に 留 ま る よ う お 願 い し ま す 。  

 

 広報例（大型店等で水や食料・トイレの使用が可能な場合）  

当 店 で は 、 可 能 な 限 り 営 業 を 続 け ま す （ 食 料 や 水 等 を 備 蓄 し て い ま

す ） の で 、 運 行 が 開 始 さ れ る ま で の 間 、 店 内 に 留 ま っ て い た だ く こ と が

で き ま す 。  
 

な お 、 災 害 救 助 法 が 適 用 さ れ る よ う な 大 き な 災 害 が 発 生 し た 場 合 、 帰

宅 困 難 者 の 対 応 に 要 し た 水 や 食 料 等 に か か っ た 費 用 は 、 国 庫 負 担 の 対 象

と な る 可 能 性 が あ り 、 ま た 、 必 要 に 応 じ て 習 志 野 市 が 費 用 の 支 弁 、 若 し

く は 物 品 の 補 填 を 実 施 す る こ と か ら 「 備 蓄 物 資 （ 支 援 物 資 ） 等 提 供 記 録

表 資 料 10」 を 活 用 し 、 品 目 や 数 量 ご と に 記 録 す る よ う に し ま す 。  
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ま た 、 併 せ て 、 家 族 と の 安 否 確 認 手 段 と し て 有 効 な 「 災 害 用 伝 言 ダ イ

ヤ ル １ ７ １ 」 や 「 災 害 用 伝 言 板 」 の 案 内 も 行 い ま す 。  

な お 、 む や み に 移 動 し よ う と す る こ と を 思 い と ど ま ら せ る た め に 、 各

施 設 で 得 た 情 報 は 、 随 時 、 利 用 客 等 に 提 供 す る よ う に し ま す 。  

 

 広報例（安否確認方法）  

現 在 、 一 般 の 電 話 回 線 は 、 輻 輳 し 非 常 に 繋 が り に く く な っ て い ま す 。  

家 族 の 安 否 確 認 な ど に は 、「 災 害 用 伝 言 ダ イ ヤ ル １ ７ １ 」 を 活 用 す る こ と

が で き ま す 。 使 い 方 は 、 １ ７ １ に ダ イ ヤ ル し て 、 ガ イ ダ ン ス に 従 っ て く

だ さ い 。 ま た 、 携 帯 各 社 の 「 災 害 用 伝 言 板 」 も 活 用 で き ま す 。  

 

 

４  一 時 滞 在 施 設 ・ 避 難 所 ・ 大 型 店 の 情 報 を 収 集 す る  

 

習 志 野 市 は 、 一 時 滞 在 施 設 ・ 避 難 所 ・ 大 型 店 の 各 機 関 へ 連 絡 し 、 ま た 場

合 に よ っ て は 職 員 を 直 接 派 遣 し 、被 害 状 況 等 の 把 握 を 行 い 、「 被 害 状 況 確 認

表  資 料 12」 に 記 録 し ま す 。  

 各 機 関 は 、 被 害 状 況 等 を 、「 情 報 連 絡 カ ー ド  資 料 4」 を 活 用 し 、 可 能 な

手 段 で 習 志 野 市 （ 災 害 対 策 本 部 ） に 連 絡 し ま す 。  

 習 志 野 市 は 、 各 機 関 か ら の 連 絡 内 容 や そ の 他 の 対 応 状 況 を 、 随 時 、「 帰 宅

困 難 者 対 応 状 況 記 録 表  資 料 13」 に 記 録 し ま す 。  

 

■市が収集する情報■ 

種別 内容 

①一時滞在施設の状況  

○被害状況 

○利用客等の状況 

○従業員等の対応状況  

○帰宅困難者受入れの可否 

○受入れ可能人数（概数） 

②避難所の状況 

○被害状況 

○避難者の状況 

○従業員等の対応状況  

○帰宅困難者受入れの可否 

○受入れ可能人数（概数） 

③大型店の状況 

○被害状況 

○利用客等の状況 

○従業員等の対応状況  

○営業継続の可否 
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５  各 機 関 へ 一 時 滞 在 施 設 ・ 避 難 所 の 状 況 を 連 絡 す る  

 

習 志 野 市 は 、 各 機 関 に 対 し 、 一 斉 Ｆ Ａ Ｘ や 一 斉 メ ー ル （ パ ソ コ ン ・ 携 帯

電 話 ）、緊 急 情 報 サ ー ビ ス「 な ら し の 」、LINE、Ｘ 、ホ ー ム ペ ー ジ な ど 、可

能 な 手 段 を 使 っ て 、 一 時 滞 在 施 設 や 避 難 所 の 状 況 を 連 絡 し ま す 。  

 

 

６  一 時 滞 在 施 設 の 開 設 等 を 利 用 客 等 へ 広 報 す る  

 

各 機 関 は 、施 設 内 の 目 立 つ 場 所 へ の 掲 示 や 、施 設 内 外 の ア ナ ウ ン ス な ど 、

そ れ ぞ れ が 持 っ て い る 手 段 を 使 っ て 、 帰 宅 困 難 者 に 、 一 時 滞 在 施 設 が 開 設

し た こ と を 情 報 提 供 す る の と 併 せ て 、「 津 田 沼 駅 周 辺 施 設 案 内 図  資 料 3」

を 配 布 し ま す 。  

な お 、 大 型 店 や 各 店 舗 内 で 留 め 置 い て い る 場 合 で 、 一 時 滞 在 施 設 が 開 設

さ れ た 後 も 引 き 続 き 留 め 置 く こ と が で き る 場 合 は 、 引 き 続 き 留 め 置 く よ う

に し ま す 。  

こ の 際 、 帰 宅 困 難 者 に 、 交 通 機 関 の 復 旧 状 況 や 帰 宅 経 路 の 道 路 被 害 な ど

の 情 報 を 可 能 な 限 り 提 供 す る よ う に し ま す 。  

 

■一時滞在施設一覧■ 
 

施設名称 受入れ可能な帰宅困難者 

サンロード津田沼（市庁舎分室） 
一般の帰宅困難者 

（一時滞在施設で滞在が可能な者） 

学校法人千葉工業大学  
一般の帰宅困難者 

（一時滞在施設で滞在が可能な者） 

習 志 野 市 習 志 野 文 化 ホ ー ル (休 館 中 ) 
一般の帰宅困難者 

（一時滞在施設で滞在が可能な者） 

ＪＲ東日本ホテルメッツ津田沼 

特別な配慮が必要な帰宅困難者 

（高齢者や障がい者、妊産婦、乳幼

児、病弱者等、一時滞在施設での滞

在において何らかの特別な配慮を要

する者） 
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７  一 時 滞 在 施 設 で 帰 宅 困 難 者 を 受 入 れ る  

 

交 通 機 関 の 停 止 に よ っ て 津 田 沼 駅 周 辺 に 帰 宅 困 難 者 が 発 生 し た 場 合 、 一

時 滞 在 施 設 に 指 定 さ れ て い る 施 設 管 理 者 は 、 習 志 野 市 （ 災 害 対 策 本 部 ） と

協 議 し 、 一 時 滞 在 施 設 を 下 記 の 手 順 で 開 設 し ま す 。  

 

（ １ ） 開 設 準 備  

① 習 志 野 市 は 、 一 時 滞 在 施 設 の 開 設 が 必 要 と 判 断 し た 場 合 、「（ 特 別 な 配

慮 が 必 要 な ）帰 宅 困 難 者 一 時 受 入 等 協 力 要 請 書  資 料 6」に よ り 開 設 を

要 請 し ま す 。 た だ し 、 緊 急 を 要 す る 場 合 は 、 口 頭 、 電 話 等 に よ り 要 請

し 、 事 後 、 要 請 書 を 速 や か に 提 出 し ま す 。  

② 一 時 滞 在 施 設 は 、 施 設 内 の 被 害 状 況 や ラ イ フ ラ イ ン （ 電 気 ・ ガ ス ・ 上

下 水 道 ・ 電 話 ） の 使 用 可 否 を 確 認 し ま す 。 そ の 後 、 帰 宅 困 難 者 の 受 入

の 可 否 等 を 判 断 し 、「（ 特 別 な 配 慮 が 必 要 な ） 帰 宅 困 難 者 一 時 受 入 等 回

答（ 受 諾 ）書  資 料 7」に よ り 習 志 野 市 へ 連 絡 し ま す 。た だ し 、緊 急 を

要 す る 場 合 は 、口 頭 、電 話 等 に よ り 連 絡 し 、事 後 、回 答（ 受 諾 ）書 を 速

や か に 提 出 し ま す 。 ま た 、 受 入 れ で き な い と 判 断 し た 場 合 も 、 速 や か

に そ の 旨 を 連 絡 し ま す 。  

③ 施 設 内 の 受 入 れ ス ペ ー ス や 立 ち 入 り 禁 止 区 域 を 設 定 し ま す 。 立 ち 入 り

禁 止 区 域 は 、 張 り 紙 等 で 明 示 し ま す 。  

④ 施 設 の 入 り 口 や 施 設 内 の 適 当 な 所 に 、 一 時 滞 在 施 設 で あ る こ と の 表 示

や 、 利 用 案 内 を 掲 示 し ま す 。  

 掲示物の例（一時滞在施設の開放が可能な場合）  
 

お知らせ 

●年●月●日 

（施設名） 

１ 本施設は、帰宅困難となった方のために、共助の観点から施設を開放しているものです。 

２ 本施設は、●日の●時には閉鎖しますので、帰宅困難者の方は、避難所へ移るか、もし

くは帰宅することとなります。 

３ 本施設は、災害発生時により緊急的に開設されているため、施設管理者の指示に従うと

ともに、施設管理者が責任を負えない場合もあることを理解した上で、行動してください。 

４ 余震等の影響で建物の安全性や周囲の状況に変化が生じた場合には、急きょ、施設を閉

鎖する場合があります。 

５ この施設で提供できるのは、水道水とトイレです。食料は提供できませんので、あらか

じめご了解願います。（※その他、施設の状況に応じて対応できる項目について記述する） 
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（２）帰宅困難者の受入れ 

① 帰 宅 困 難 者 を 受 入 れ ま す 。 受 入 れ の 際 は 、 入 り 口 で カ ウ ン タ ー 等 を 設

置 し て 「 一 時 滞 在 施 設 受 入 カ ー ド 資 料 8」 を 配 布 し 、 各 施 設 滞 在 者 に

記 入 し て も ら い 、 そ れ を 集 め て 「 一 時 滞 在 施 設 滞 在 者 名 簿 資 料 9」 を

作 成 し 、 人 数 を 把 握 す る よ う に し ま す 。  

② 備 蓄 品 が あ る 場 合 は 、 可 能 な 範 囲 で 食 料 ・ 水 な ど を 配 布 し ま す 。  

 無 い 場 合 も し く は 不 足 し た 場 合 は 、 習 志 野 市 へ 要 請 し ま す 。 要 請 を 受

け た 習 志 野 市 は 、「 備 蓄 物 資 や 災 害 時 に お け る 物 資 の 供 給 協 力 に 関 す る

協 定 資 料 11-③ 」 を 活 用 し て 必 要 な 物 資 を 支 援 し ま す 。  

③ 事 後 に 、災 害 救 助 法 に よ る 費 用 の 支 弁 を 求 め る（ 市 町 村 を 通 じ て 県 へ ）

こ と を 考 慮 し 、 提 供 し た 品 目 と 数 量 を 「 備 蓄 物 資 （ 支 援 物 資 ） 等 提 供

記 録 表 資 料 10」 に 記 録 し て お き ま す 。  

④ テ レ ビ ・ ラ ジ オ ・ イ ン タ ー ネ ッ ト 等 で 得 た 交 通 機 関 の 運 行 状 況 を 、 口

頭 で 、 ま た 、 掲 示 板 等 を 活 用 し て 、 施 設 滞 在 者 へ 提 供 し ま す 。 可 能 で

あ れ ば 、 情 報 提 供 手 段 の 一 つ と し て テ レ ビ や ラ ジ オ を 、 受 入 れ ス ペ ー

ス へ 置 き ま す 。  

⑤ 受 入 れ 可 能 人 数 を 超 過 し そ う な 場 合 は 、 習 志 野 市 （ 災 害 対 策 本 部 ） へ

連 絡 し 、 案 内 で き る 周 辺 施 設 を 確 認 し た 上 で 、 受 入 れ で き な い 旨 の 掲

示 物 を 施 設 の 入 り 口 付 近 に 掲 示 し ま す 。  

 

 掲示物の例（一時滞在施設の開放が不可能な場合）  
 

お知らせ 

●年●月●日 

（ 施 設 名 ） 
 

１ この施設は満員となりましたので、受入れることができません。 

２ 最寄りの一時滞在施設は●●●ですので、そちらをご利用ください。 

（３）一時滞在施設の閉鎖 

① 原 則 と し て 、災 害 発 生 か ら 最 大 で １ 日 間 程 度 で 施 設 の 閉 鎖 を 準 備 す る 。 

② 閉 鎖 に 当 た っ て は 、 施 設 滞 在 者 に 対 し て 、 施 設 の 閉 鎖 時 間 を 告 げ る 。  

③ あ わ せ て 、 公 共 交 通 機 関 の 運 行 状 況 や 、 周 辺 の 避 難 所 情 報 を 施 設 滞 在

者 へ 提 供 す る 。 避 難 所 へ 案 内 す る 場 合 は 、 必 ず 習 志 野 市 （ 災 害 対 策 本

部 ） へ 連 絡 し 、 受 入 れ が 可 能 な 避 難 所 を 把 握 し た 上 で 案 内 す る 。  

④ 一 時 滞 在 施 設 の 閉 鎖 を 、習 志 野 市（ 災 害 対 策 本 部 ）へ 連 絡 す る 。（ 受 入

れ た 帰 宅 困 難 者 数 や 提 供 し た 備 蓄 （ 支 援 ） 物 資 の 数 量 等 も 併 せ て 連 絡

す る 。）  

※ 一 定 期 間 を 超 え て も 正 当 な 理 由 な く 滞 在 す る 者 が い る 場 合 に は 、 退 去

要 請 等 の 対 応 を 習 志 野 市 （ 災 害 対 策 本 部 ） へ 依 頼 す る 。  
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■津田沼駅周辺の避難所一覧■ 

施設名称 住所 管轄市  種別 

習志野市立第一中学校  習志野市奏の杜 1-13-1 

習志野市 

避難所 

習志野市立第五中学校  習志野市藤崎 2-3-16 避難所  

習志野市立谷津小学校  習志野市谷津 5-1-32 避難所  

船橋市立前原小学校 船橋市前原西 2-28-1 

船橋市  

避難所  

船橋市東部公民館 船橋市前原西 2-21-21 
避難所  

福祉避難所 

※ 船 橋 市 の 種 別 「 避 難 所 」 の 表 記 を 、 習 志 野 市 の 表 記 に 統 一 し て 記 載 す

る 。  

船 橋 市 の 正 式 表 記 「 宿 泊 可 能 避 難 所 」 →  習 志 野 市 の 表 記 「 避 難 所 」
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